別　記
　様式第1号(第3条関係)

表
	　
	釣り禁止指導員証
	　

	 (
（顔写真）
)第　　号
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　職名および氏名
年　　月　　日生
年　　月　　日発行
　上記の者は、特別史跡彦根城跡における釣りの禁止に関する条例第7条に規定する釣り禁止指導員であることを証明する。

彦根市長　　　　　　　　　　印



裏
	特別史跡彦根城跡における釣りの禁止に関する条例抜粋

第7条　市長は、この条例の目的を達成するため、必要と認められる業務を市長が指定する職員(以下「釣り禁止指導員」という。)に行わせることができる。
2　釣り禁止指導員は、常にその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。



